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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送受信装置を操作する外部端末装置を識別するための端末装置情報を予め保持する保
持手段と、
　インターネットを用いて前記外部端末装置から放送事業者に送信された放送受信装置を
制御するための制御情報並びに前記端末装置情報を含んで構成された、特定の放送受信装
置に対して情報を伝えるためのＥＭＭデータが多重された放送信号を受信する受信手段と
、
　電話回線を用いて前記外部端末装置と通信するための通信手段と、
　受信した前記放送信号から前記ＥＭＭデータを取得し、当該ＥＭＭデータに含まれる前
記端末装置情報と前記保持手段に保持された端末装置情報とを比較する比較手段と、
　前記比較手段による比較の結果、前記端末装置情報と前記保持された端末装置情報とが
合致した場合、前記放送信号に含まれる前記制御情報を解析する解析手段と、
　前記解析手段によって解析された制御情報が前記外部端末装置から前記放送受信装置を
操作するための操作画面データの送信要求である場合、要求された操作画面データを生成
する生成手段と、
　前記通信手段を用いて前記外部端末装置に前記操作画面データを送信するための制御を
行う制御手段と、を有し、
　前記操作画面データが前記外部端末装置に送信された後、前記受信手段は、ユーザが前
記外部端末装置に送信された前記操作画面データを介して入力し、前記放送事業者に送信
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された操作コマンドと前記端末装置情報とを含んで構成されたＥＭＭデータが多重された
放送信号を受信することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　前記外部端末装置に送信する前記操作画面としての初期画面を構成する情報を設定する
ための初期画面設定手段と、
　前記初期画面設定手段によって設定された初期画面設定情報を記憶するための記憶手段
と、を有し、
　前記制御情報が初期画面の送信要求である場合、前記生成手段は前記記憶手段から前記
初期画面設定情報を読み出し、読み出された前記初期画面設定情報に従って初期画面デー
タを生成することを特徴とする請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記初期画面設定手段は、前記放送受信装置で視聴可能なチャンネルのうち、前記外部
端末装置での操作対象とするチャンネルを前記初期画面を構成する情報として設定するこ
とを特徴とする請求項２に記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記外部端末装置に前記初期画面データを送信する時刻を設定するための時刻設定手段
、を有し、
　前記制御手段は、前記時刻設定手段で設定された時刻に、前記外部端末装置に前記初期
画面データを送信するための制御を行うことを特徴とする請求項２に記載の放送受信装置
。
【請求項５】
　放送受信装置を操作する外部端末装置を識別するための端末装置情報を予め記憶部に保
持させる保持ステップと、
　インターネットを用いて前記外部端末装置から放送事業者に送信された放送受信装置を
制御するための制御情報並びに前記端末装置情報を含んで構成された特定の放送受信装置
に対して情報を伝えるためのＥＭＭデータが多重された放送信号を受信する受信ステップ
と、
　受信した前記放送信号から前記ＥＭＭデータを取得し、当該ＥＭＭデータに含まれる前
記端末装置情報と前記記憶部に保持された端末装置情報とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップでの比較の結果、前記端末装置情報と前記保持された端末装置情報と
が合致した場合、前記放送信号に含まれる前記制御情報を解析する解析ステップと、
　前記解析ステップで解析された制御情報が前記外部端末装置から前記放送受信装置を操
作するための操作画面データの送信要求である場合、要求された操作画面データを生成す
る生成ステップと、
　電話回線を用いて前記外部端末装置に前記操作画面データを送信するための制御を行う
制御ステップと、を有し、
　前記操作画面データが前記外部端末装置に送信された後、前記受信ステップでは、ユー
ザが前記外部端末装置に送信された前記操作画面データを介して入力し、前記放送事業者
に送信された操作コマンドと前記端末装置情報とを含んで構成されたＥＭＭデータが多重
された放送信号を受信することを特徴とする放送受信装置の制御方法。
【請求項６】
　前記外部端末装置に送信する前記操作画面としての初期画面を構成する情報を設定する
ための初期画面設定ステップと、
　前記初期画面設定ステップで設定された初期画面設定情報を記憶部に記憶させる記憶ス
テップと、を有し、
　前記制御情報が初期画面の送信要求である場合、前記生成ステップでは前記記憶部から
前記初期画面設定情報を読み出し、読み出された前記初期画面設定情報に従って初期画面
データを生成することを特徴とする請求項５に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項７】
　前記初期画面設定ステップでは、前記放送受信装置で視聴可能なチャンネルのうち、前
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記外部端末装置での操作対象とするチャンネルを前記初期画面を構成する情報として設定
することを特徴とする請求項６に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項８】
　前記外部端末装置に前記初期画面データを送信する時刻を設定するための時刻設定ステ
ップ、を有し、
　前記制御ステップでは前記時刻設定ステップで設定された時刻に、前記外部端末装置に
前記初期画面データを送信するための制御を行うことを特徴とする請求項６に記載の放送
受信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、放送受信装置及び放送受信装置の制御方法に関し、特に、外出先等の遠隔地
から操作する場合に好適な放送受信装置及び放送受信装置の制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、衛星放送が実用化され普及している。現在実施されている、通信衛星（CS;Com
munication Satellite）及び放送衛星（BS;Broadcast Satellite）用いたデジタル衛星TV
放送においては、視聴者サービスの一環として、番組情報データ（EPG:Electronic Progr
amGuide）を他の映像データ等と共に送信している。また、今後検討されている地上波デ
ジタル衛星放送においても、同様のサービスが行われると考えられる（以下、デジタル衛
星TV放送、地上波デジタル衛星放送を含め、単に”デジタルTV放送"と称する）。
【０００３】
上記EPGデータはデジタル放送受信機により受信され、EPGデータに係る番組情報は、表示
部及び表示装置に表示される。EPGデータには、チャンネル名、番組名、放送日時、番組
内容等の情報が含まれ、ユーザはそれらの情報から番組の視聴価値を判断することができ
る。
【０００４】
図２は従来例のデジタルTV放送受信装置の構成例を示すブロック図である。図２において
、不図示のアンテナにより受信された信号は、チューナ２０１に入力される。チューナ２
０１は、入力された信号に対して復調、誤り訂正等の処理を施し、トランスポートストリ
ームデータを生成する。更に、生成したトランスポートストリーム（TS）データをデスク
ランブラ２０２に出力する。
【０００５】
視聴制限（有料放送等）のためのスクランブルがかけられているTSデータが、チューナ２
０１より入力された場合、課金制御部２１２は、TSデータに含まれるデスクランブルのた
めの鍵情報とＩＣカード２１３より入力される鍵情報とに基づいて、新たな鍵情報を生成
し、その鍵情報をデスクランブラ２０２に出力する。デスクランブラ２０２は、課金制御
部２１２より受け取った鍵情報により、TSデータのスクランブル解除を行い、デマルチプ
レクサ２０３に出力する。
【０００６】
上述の如くスクランブルが解かれ、有料放送を視聴した場合には、その料金情報等は課金
制御部２１２を介して、ＩＣカード２１３に保存される。後にＩＣカード２１３に保存さ
れた情報は、課金制御部２１２、システム制御部２１４、モデム２１１を介して、ここで
は図示しない放送事業者に送出されることとなる。
【０００７】
また、デスクランブラ２０２は、チューナ２０１よりスクランブルをかけられていないTS
データを入力した場合には、TSデータをそのままデマルチプレクサ２０３に出力する。デ
マルチプレクサ２０３は、デスクランブラ２０２より入力された複数チャンネル分の映像
、音声データ、及びEPGデータ等が時分割多重されているTSデータの中から、操作部２１
６又は受光部２１７を介したリモコン２１８の操作により選択されたチャンネルにおいて
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、現在放送中の番組に関わる映像データD１及び音声データD２を取り出し、それぞれをＡ
Ｖ（Audio Video）デコーダ２０４に出力する。
【０００８】
また、デマルチプレクサ２０３は、上述のTSデータよりEPGデータD３を取り出し、ＥＰＧ
デコーダ２０５に出力する。この場合、TSデータはパケット単位で構成されており、パケ
ットの先頭部分には、PID（Packet ldentifier）が付加されている。デマルチプレクサ２
０３は、このPIDを読み取ることで、映像データD１、音声データD２、EPGデータD３の識
別を行う。
【０００９】
先ず、上記映像データD１について説明する。ＡＶデコーダ２０４は、デマルチプレクサ
２０３より入力された映像データD１に対して、MPEG（Moving Picture Experts Group）
２等のデコード処理を施し、復号した映像データを表示画面構成部２０７に出力する。表
示画面構成部２０７は、ＡＶデコーダ２０４、ＵＩ（User Interface）画面構成部２０８
より入力された映像データを、ＵＩ制御部２１５、システム制御部２１４を介した操作部
２１６又はリモコン２１８の操作に応じて画面を切り替えたり、多重したりして、画像表
示部２１０に表示させる。ＵＩ画面構成部２０８については後述する。尚、画像表示部２
１０は、不図示のモニタ及び映像信号入力端子を含む。
【００１０】
次に、上記音声データD２について説明する。ＡＶデコーダ２０４は、デマルチプレクサ
２０３より入力された音声データD２に対して、MPEG１又はMPEG２等のデコード処理を施
し、復号した音声データをＤＡＣ（Digital Analog Converter）２０６に出力する。ＤＡ
Ｃ２０６は、ＡＶデコーダ２０４より入力された音声データに対して、Ｄ／Ａ（デジタル
／アナログ）変換の処理を施し、音声出力部２０９に出力する。尚、音声出力部２０９は
、不図示のスピーカ及び音声信号入力端子を含む。
【００１１】
次に、上記EPGデータD３について説明する。操作部２１６又はリモコン２１８において、
EPG画面を表示させるための操作がなされると、操作部２１６からのEPG画面表示指示、も
しくは受光部２１７により受信したリモコン２１８からのEPG画面表示指示が、ＵＩ制御
部２１５を介してシステム制御部２１４に入力される。システム制御部２１４は、ＵＩ制
御部２１５を介した操作部２１６又はリモコン２１８からのEPG画面表示指示が入力され
た場合に、デマルチプレクサ２０３を制御し、EPG画面構成に必要な情報をデマルチプレ
クサ２０３から、ＥＰＧデコーダ２０５に出力させる。
【００１２】
上記EPGデータD３には、主に、社団法人電波産業会標準規格（ARIB STD-B10）「デジタル
放送に使用する番組配列情報」に従ったSDT（Service Description Table）、EIT（Event
lnformation Table）、TDT（Time Description Table）等のデータが含まれている。SDT
は、サービス（放送チャンネルに相当する）を説明するデータ、例えばサービスの名前、
サービス提供者等の情報を含んでいる。EITは、イベント（番組に相当する）名、開始時
刻、継続時間等、イベントやプログラムに関する情報を含んでいる。TDTは、現在の時刻
と日付に関する情報を与える。
【００１３】
ＥＰＧデコーダ２０５は、先ずTDTを読み出し、現在時刻の情報を取得すると共に、シス
テム制御部２１４に現在時刻の情報を出力する。システム制御部２１４は、現在時刻の情
報を入力し、現在時刻に対応したEPG表示の時間帯を判別し、適当な時間帯情報をＥＰＧ
デコーダ２０５に出力する。次に、ＥＰＧデコーダ２０５は、システム制御部２１４より
入力された時間帯情報に基づいて、デマルチプレクサ２０３よりSDTを読み出し、チャン
ネル名、チャンネル番号等の情報を取得する。
【００１４】
更に、ＥＰＧデコーダ２０５は、デマルチプレクサ２０３よりEITを読み出し、各チャン
ネルに含まれる番組の番組名、その開始時刻、継続時間、ジャンル、番組内容の説明等の
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情報を取得する。そして、ＥＰＧデコーダ２０５は、デマルチプレクサ２０３より読み出
されたEPGデータD３に対して、デコード処理を施し、復号されたEPGデータD４をＵＩ画面
構成部２０８に出力する。
【００１５】
ＵＩ画面構成部２０８は、ＥＰＧデコーダ２０５より入力したEPGデータD４に基づいて、
所定のEPG画面を構成し、表示画面構成部２０７に送出する。表示画面構成部２０７は、
操作部２１６及びリモコン２１８の操作に応じて、ＡＶデコーダ２０４から出力される映
像データに係る映像、ＵＩ画面構成部２０８より出力されるEPG画面を切り替えて表示す
るように、画像表示部２１０に対して映像信号を出力する。そして、操作部２１６及びリ
モコン２１８において、EPG画面表示の指示操作があった場合は、ＵＩ画面構成部２０８
により出力された画面を画像表示部２１０に出力する。
【００１６】
図３に上記図２に示した操作部２１６及びリモコン２１８の構成例を示す。尚、図３は従
来例の説明上、必要な機能を実現するための操作を行うボタンのみを図示したものであり
、実際のデジタルTV放送受信装置に必要な操作ボタンはこの限りではない。また、図４に
上述の説明の如く構成され表示されるEPG画面の一例を示す。
【００１７】
図３において、３００で示すものは、図２のリモコン２１８と受光部２１７との赤外線通
信を行うための発光部、３０１で示すものは、チャンネル番号等を入力するためのテンキ
ー、３０２で示すものは、EPG画面を表示させるためのEPG表示ボタン、３０３で示すもの
は、後述の選択カーソルを上下左右に移動させるためのカーソルボタン、３０４で示すも
のは、選択カーソルによって指定されている領域の選択決定を行うための決定ボタンであ
る。従来例における受信装置を使用するユーザは、上記操作部２１６やリモコン２１８を
用いて、EPG画面の表示、カーソルの移動、チャンネルの選択等を行うことが可能となる
。
【００１８】
図４において、４０１で示すものは、SDTに含まれる情報によって表示されるチャンネル
番号とチャンネル名称、４０２で示すものは、EITに含まれる情報によって表示される番
組名称、４０３で示すものは、EITに含まれる情報によって表示される番組の開始、継続
時間（日付も含む）、４０４で示すものは、EITに含まれる情報によって表示される番組
に関する詳細情報、４０５で示すものは、TDTに含まれる情報によって表示される現在の
時刻、日付情報、４０６で示すものは、EPG操作選択カーソルである。
【００１９】
例えば、図４に示したEPG画面においては、現在の日時は、５月１８日 午後３時２５分で
あることが表示され、チャンネル番号１００～１０５において、午後３時～午後７時の間
に放送される番組の番組名一覧が表示され、１００chにおいて、午後３時から午後４時ま
で放映される「ドラマ１」に関する詳細情報が、同図中４０４で示した領域に表示されて
いる。
【００２０】
ユーザは、図３に示した操作部、リモコンのカーソルボタン３０３を用いて、図４の選択
カーソル４０６を所望の番組の位置に合わせ、決定ボタン３０４を押すことにより、番組
視聴や視聴予約を行うことができ、また、録画可能な番組であれば、図２では不図示の記
録装置に、番組録画、番組録画予約をも行うことが可能である。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
上述した通り、従来のデジタルTV放送受信装置においては、EPG画面、及び受信装置に装
備された操作部又はリモコンを用いることで、TV番組に関する情報を表示、閲覧し、所望
の番組の視聴選択、視聴予約、番組録画、番組録画予約を行うことが可能である。これら
の操作を外出先等の遠隔地より操作することが可能であれば、外出先から視聴予約、番組
録画、番組録画予約等を行うことができ、見たい番組の情報を取り出せる、見たい番組を
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見逃さない等、ユーザの利便性は飛躍的に向上することとなる。
【００２２】
また、従来、アナログＴＶ放送受信装置を電話回線を使用して録画予約するシステムが存
在した。しかし、その様なシステムにおいては、ユーザが事前に認識しているチャンネル
番号や番組放送日時等を用いて録画予約を行う程度の操作しかできず、デジタルＴＶ放送
受信装置に適用したとしても、利便性の向上は望めない。つまり、デジタルＴＶ放送では
多くのチャンネルが存在する上に、データ放送を送信するため、受信装置においては前述
のように操作性を向上するための様々な機能を有している。従って、従来のシステムでは
、デジタルＴＶ放送受信装置の様々な動作を外出先等の遠隔地より容易に操作することが
できず、利便性の向上は不可能であった。
【００２３】
　本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり、様々な動作を外出先等の遠隔地から
容易に操作することを可能とした放送受信装置及び放送受信装置の制御方法を提供するこ
とを目的とする。
【００２４】
また、本発明の他の目的は、デジタルテレビ放送受信装置を外出先等の遠隔地より操作す
る際の操作性を向上する処にある。
【００２５】
　上記目的を達成するため、本発明は、放送受信装置を操作する外部端末装置を識別する
ための端末装置情報を予め保持する保持手段と、インターネットを用いて前記外部端末装
置から放送事業者に送信された放送受信装置を制御するための制御情報並びに前記端末装
置情報を含んで構成された、特定の放送受信装置に対して情報を伝えるためのＥＭＭデー
タが多重された放送信号を受信する受信手段と、電話回線を用いて前記外部端末装置と通
信するための通信手段と、受信した前記放送信号から前記ＥＭＭデータを取得し、当該Ｅ
ＭＭデータに含まれる前記端末装置情報と前記保持手段に保持された端末装置情報とを比
較する比較手段と、前記比較手段による比較の結果、前記端末装置情報と前記保持された
端末装置情報とが合致した場合、前記放送信号に含まれる前記制御情報を解析する解析手
段と、前記解析手段によって解析された制御情報が前記外部端末装置から前記放送受信装
置を操作するための操作画面データの送信要求である場合、要求された操作画面データを
生成する生成手段と、前記通信手段を用いて前記外部端末装置に前記操作画面データを送
信するための制御を行う制御手段と、を有し、前記操作画面データが前記外部端末装置に
送信された後、前記受信手段は、ユーザが前記外部端末装置に送信された前記操作画面デ
ータを介して入力し、前記放送事業者に送信された操作コマンドと前記端末装置情報とを
含んで構成されたＥＭＭデータが多重された放送信号を受信することを特徴とする。
【００２６】
　また、上記目的を達成するため、本発明は、放送受信装置を操作する外部端末装置を識
別するための端末装置情報を予め記憶部に保持させる保持ステップと、インターネットを
用いて前記外部端末装置から放送事業者に送信された放送受信装置を制御するための制御
情報並びに前記端末装置情報を含んで構成された特定の放送受信装置に対して情報を伝え
るためのＥＭＭデータが多重された放送信号を受信する受信ステップと、受信した前記放
送信号から前記ＥＭＭデータを取得し、当該ＥＭＭデータに含まれる前記端末装置情報と
前記記憶部に保持された端末装置情報とを比較する比較ステップと、前記比較ステップで
の比較の結果、前記端末装置情報と前記保持された端末装置情報とが合致した場合、前記
放送信号に含まれる前記制御情報を解析する解析ステップと、前記解析ステップで解析さ
れた制御情報が前記外部端末装置から前記放送受信装置を操作するための操作画面データ
の送信要求である場合、要求された操作画面データを生成する生成ステップと、電話回線
を用いて前記外部端末装置に前記操作画面データを送信するための制御を行う制御ステッ
プと、を有し、前記操作画面データが前記外部端末装置に送信された後、前記受信ステッ
プでは、ユーザが前記外部端末装置に送信された前記操作画面データを介して入力し、前
記放送事業者に送信された操作コマンドと前記端末装置情報とを含んで構成されたＥＭＭ
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データが多重された放送信号を受信することを特徴とする。
【００３１】
【発明の実施の形態】
先ず、本発明の実施の形態を説明する前に、本発明の概要について説明する。本発明は、
デジタル放送特有の限定受信システムを利用し、デジタルTV放送受信装置からのデータ取
得要求に基づき放送局からトランスポートストリームデータにデジタルTV放送受信装置識
別番号と要求データを多重してブロードキャストを行うことにより、デジタルTV放送受信
装置を外出先等の遠隔地から操作することを可能とするものである。以下、本発明の実施
の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３２】
［第１の実施の形態］
図１は本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置の構成例を示すブロック
図である。本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置は、チューナ１０１
、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ＡＶデコーダ１０４、ＥＰＧデコー
ダ１０５、ＤＡＣ１０６、表示画面構成部１０７、ＵＩ画面構成部１・１０８、音声出力
部１０９、画像表示部１１０、モデム１１１、課金制御部１１２、ＩＣカード１１３、シ
ステム制御部１１４、ＵＩ制御部１１５、操作部１１６、受光部１１７、リモコン１１８
、ＵＩ画面構成部２・１１９、設定記憶部１２０、データ放送デコーダ１２１、記録制御
部１２２、記録媒体１２３を備えている。
【００３３】
　デジタルTV放送受信装置の要部の構成を説明すると、システム制御部１１４は、本発明
の遠隔操作支援方法を実行するプログラムに基づき後述の各フローチャートに示す処理を
実行する。（ここで、システム制御部１１４は、請求項１記載の制御手段に相当する。）
ＵＩ画面構成部２・１１９は、後述の図２２～図２４、図２７～図２８等に示すような各
種画面を構成する。（ここで、ＵＩ画面構成部２・１１９は、請求項１記載の生成手段に
相当する。）設定記憶部１２０は、後述のチャンネル番号情報、ページ番号情報、ジャン
ル設定情報を記憶する。（ここで、設定記憶部１２０は、請求項２記載の記憶手段に相当
する。）データ放送デコーダ１２１は、データ放送情報のデコード処理を行う。記録制御
部１２２は、記録媒体１２３に対し所望のチャンネルの番組、或いはデータ放送の記録、
蓄積を行う。これら以外は上記図２に示した構成と同様である。
【００３４】
尚、デジタルTV放送受信装置において、チューナ１０１を介して信号を受信する動作、TS
データを生成する動作、映像データを表示する動作、音声データを出力する動作、EPG画
面を表示する動作等の基本的な動作は、従来例の上記図２で詳述した動作と同様であるの
で、ここでは説明を省略する。また、ＵＩ画面構成部１・１０８は、従来例のＵＩ画面構
成部２０８と同様の機能を有するものである。また、チューナ１０１、デマルチプレクサ
１０３、設定記憶部１２０等の必要最小限の構成要素は、スタンバイ時に常に動作してい
る状態（電源が供給された状態）となっている。
【００３５】
　図５は本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置と遠隔操作端末装置を
用いたシステムの構成例を示す概念図である。（ここで、遠隔操作端末装置は、請求項１
に記載の外部端末装置に相当する。）本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受
信装置と遠隔操作端末装置を用いたシステムは、放送事業者５０１、デジタルTV放送衛星
（以下、放送衛星）５０２、受信アンテナ５０３、デジタルTV放送受信装置（以下、放送
受信機）５０４、リモコン５０５、電話回線網５０６、サービスプロバイダ５０７、遠隔
操作端末装置（以下、遠隔端末）５０８、インターネット５０９から構成されている。
【００３６】
本システムの要部の構成を説明すると、放送事業者５０１から発信されるTV番組、EPG情
報、データ放送等は、放送衛星５０２、受信アンテナ５０３を介し、放送受信機５０４に
送られる。また、放送受信機５０４と遠隔端末５０８との間は、電話回線５０６、サービ
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スプロバイダ５０７を介して通信可能に構成され、サービスプロバイダ５０７と放送事業
者５０１との間は、インターネット５０９を介して通信可能に構成されている。放送事業
者５０１、放送受信機５０４、サービスプロバイダ５０７、遠隔端末５０８の各間におけ
るデータ送受信に関しては、下記の動作説明個所で詳述する。
【００３７】
尚、上記図１で示すデジタル放送受信装置（放送受信機）の構成要素のうちリモコン１１
８以外の構成要素は、図５の５０４で示す構成要素に相当し、上記図１で示すリモコン１
１８は、図５のリモコン５０５に相当するものである。
次に、デジタルTV放送受信装置ユーザ（以下、受信機ユーザ）が、図５の遠隔端末５０８
を用いて放送受信機５０４の遠隔操作のために行う設定について図面に基づき説明する。
【００３８】
図６は本発明の第１の実施の形態に係る上記図１の操作部１１６に相当する操作部及びリ
モコン１１８、上記図５のリモコン５０５に相当するリモコンの構成例を示す正面図であ
る。本発明の第１の実施の形態に係る上記図１の操作部１１６に相当する操作部及びリモ
コン、上記図５のリモコン５０５に相当するリモコンは、テンキー６０１、EPG表示ボタ
ン６０２、カーソルボタン６０３、決定ボタン６０４、設定ボタン６０４を備えている。
【００３９】
図７・図８は本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザが放送受信機５０４の遠隔操
作設定を行うための処理を示すフローチャート、図９は受信機ユーザが放送受信機５０４
の遠隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面１、図１０は受信機ユーザが放送受信機５
０４の遠隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面２、図１１は受信機ユーザが放送受信
機５０４の遠隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面３、図１２は受信機ユーザが放送
受信機５０４の遠隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面４、図１３は受信機ユーザが
放送受信機５０４の遠隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面５、図１４は受信機ユー
ザが放送受信機５０４の遠隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面６である。
【００４０】
図７・図８におけるステップＳ７０１において、受信機ユーザは、TV番組視聴前、視聴中
、視聴後等あらゆる不定期のタイミングで（但し、ここでは、放送受信機５０４の電源が
投入されており、何らかの表示がなされていることを前提としている）、図６の設定ボタ
ン６０５を押し、図１のＵＩ画面構成部２・１１９が生成する遠隔端末５０８の設定画面
である図９に示すＵＩ画面１を表示する。
【００４１】
更に、ステップＳ７０１において、受信機ユーザは、表示された図９に示すＵＩ画面１に
従い、図６のテンキー６０１、決定ボタン６０４を用いて、遠隔端末５０８の端末機番号
と暗証番号を入力する。ここでの遠隔端末５０８の端末機番号とは、各遠隔端末が個別に
有する識別番号であり、例えば電話番号や電子メールアドレスのようなものである。全て
の番号を入力後、決定ボタン６０４を押すことにより、遠隔端末５０８に図１のＵＩ画面
構成部２・１１９が生成する図１０に示すＵＩ画面２が表示され、次のステップに進む。
【００４２】
ステップＳ７０２において、受信機ユーザは、表示された図１０に示すＵＩ画面２に従い
、遠隔端末５０８を用いて遠隔操作を行う際に、取得する必要のあるチャンネル等の選択
を行う。
【００４３】
ステップＳ７０３において、図５の放送事業者５０１によって放送されている全てのチャ
ンネルについての情報を取得すると設定された場合（つまり、図１０のＵＩ画面２表示中
に図６のテンキー６０１により"１"が押された場合）には、ステップＳ７１３に進み、放
送受信機５０４により全てのチャンネルについての情報を取得可能なような設定がなされ
る。更に、ステップＳ７１４において、設定が完了したことを知らせる旨の、図１のＵＩ
画面構成部２・１１９が生成する図１１に示すＵＩ画面３が表示される。
【００４４】
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ステップＳ７０４において、受信機ユーザが、図５の放送事業者５０１と視聴契約をして
いるチャンネルについてのみ情報を取得すると設定された場合（つまり、図１０のＵＩ画
面２表示中に図６のテンキー６０１により"２"が押された場合）には、ステップＳ７１３
に進み、放送受信機５０４により視聴契約をしているチャンネルのみの情報を取得可能な
ような設定がなされる。更に、ステップＳ７１４において、設定が完了したことを知らせ
る旨の、図１のＵＩ画面構成部２・１１９が生成する図１１に示すＵＩ画面３が表示され
る。
【００４５】
ステップＳ７０５において、受信機ユーザが、個別に設定を行い、その設定を行ったチャ
ンネル、番組ジャンルについてのみの情報を取得すると設定された場合（つまり、図１０
のＵＩ画面２表示中に図６のテンキー６０１により"３"が押された場合）には、図１のＵ
Ｉ画面構成部２・１１９が生成する図１２に示すＵＩ画面４が表示される。
【００４６】
ステップＳ７０６において、図５の放送事業者５０１によって放送されている全てのチャ
ンネルの中からチャンネルを選択し、選択したチャンネルについての情報を取得するよう
に設定する場合（つまり、図１２のＵＩ画面４表示中に図６のテンキー６０１により"１"
が押された場合）には、ステップＳ７０８に進み、チャンネル番号の個別設定画面表示で
ある図１のＵＩ画面構成部２・１１９が生成する図１３に示すＵＩ画面５が表示される。
【００４７】
受信機ユーザは、表示されたＵＩ画面５に従い、図６のテンキー６０１、決定ボタン６０
４を用いて、チャンネル番号の入力を行う。ここでは、例えば３桁のチャンネル番号を入
力後、決定ボタン６０４を押して、チャンネル番号１００のチャンネルの情報を取得する
という設定を行う。その後、ステップＳ７１１に進み、更に他のチャンネルについても同
様の設定を行う場合には、図６のテンキー６０１により"１"を押し、設定を行わず選択終
了を行うためには、図６のテンキー６０１により"２"を押すことになる。
【００４８】
上述の操作により、"１"が押された場合には、ステップＳ７０８に戻り、更にチャンネル
番号入力設定を行い、"２"が押された場合には、ステップＳ７１３に進み、放送受信機５
０４により、先程の操作により選択されたチャンネルについての情報を取得可能なような
設定がなされ、ステップＳ７１４において、設定が完了したことを知らせる旨の、ＵＩ画
面３が表示される。
【００４９】
上述の操作により、"２"が押された場合には、ステップＳ７１３に進み、放送受信機５０
４により、先程の操作により選択されたチャンネルについての情報を取得可能なような設
定がなされ、ステップＳ７１４において、設定が完了したことを知らせる旨の、ＵＩ画面
３が表示される。
【００５０】
ステップＳ７０７において、図５の放送事業者５０１によって放送されている全ての番組
の中から、それらの属するジャンルを選択し、選択したジャンルに属する番組についての
情報を取得するように設定する場合（つまり、図１２のＵＩ画面４表示中に図６のテンキ
ー６０１により"２"が押された場合）には、ステップＳ７０９に進み、ジヤンルの個別設
定画面表示である図１４に示すＵＩ画面６が表示される。
【００５１】
受信機ユーザは、表示されたＵＩ画面６に従い、図６のテンキー６０１、決定ボタン６０
４を用いて、ジャンルの選択を行う。例えば"ドラマ"を選択したい場合、テンキー６０１
により"２"を押すことにより、仮選択を行い、決定ボタン６０４を押して、本選択を行う
。この動作を、選択したい全てのジャンルについて行うことになる。図１４に示したＵＩ
画面６においては、太字、太線によりフォーカスされている"映画"、"ドラマ"、"スポー
ツ"、"ドキュメンタリー"、"ニュース"というジャンルが選択されたことを示している。
全てのジャンル選択後、ステップＳ７１２に進み、設定の終了を行う場合には、図６のテ
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ンキー６０１により"１"を押し、設定の終了を行わず再選択を行うためには、図６のテン
キー６０１により"２"を押すことになる。
【００５２】
上述の操作により、"１"が選択された場合には、ステップＳ７１３に進み、放送受信機５
０４により、先程の操作により選択されたジャンルについての情報を取得可能なような設
定がなされ、ステップＳ７１４において、設定が完了したことを知らせる旨の、ＵＩ画面
３が表示される。
【００５３】
上述の操作により、"２"が選択された場合には、ステップＳ７０９に戻り、ジャンルの再
選択を行うことになる。
【００５４】
ステップＳ７１５において、図１１に示すＵＩ画面３表示中に図６のテンキー６０１によ
り"１"が押された場合には、ステップＳ７０１に戻り、上述の選択操作の再設定を行うこ
とができる。また、"２"が押された場合には、ステップＳ７１６に進み、全ての選択操作
を終了し、番組視聴画面等に戻ることになる。
【００５５】
上述の通り設定された遠隔端末５０８の端末機番号、暗証番号、遠隔操作を行う際に取得
する必要のあるチャンネルやジャンル等の設定は、図１の設定記憶部１２０に記憶、蓄積
される。
【００５６】
次に、図５の遠隔端末５０８のユーザが、サービスプロバイダ５０７、放送事業者５０１
、放送受信機５０４を経由して通信を行い、放送受信機５０４の遠隔操作を行うための説
明を図面に基づき行う。
【００５７】
図１５・図１６・図１７は本発明の第１の実施の形態に係る上記図５の遠隔端末５０８、
サービスプロバイダ５０７、放送事業者５０１、放送受信機５０４の各間における、動作
とデータ送受信シーケンスを示すフローチャートである。図１８は本発明の第１の実施の
形態に係る上記図５の遠隔端末５０８の構成例を示す正面図である。本発明の第１の実施
の形態に係る遠隔端末５０８は、表示画面１５０１、発信ボタン１５０２、受信ボタン１
５０３、テンキー１５０４、メニュー表示ボタン１５０５を備えている。
【００５８】
図１５・図１６・図１７におけるステップＳ１４００において、遠隔端末５０８のユーザ
は、図１８のメニュー表示ボタン１５０５を押すことにより、表示画面１５０１に図１９
に示すようなメニュー表示を行う。
【００５９】
ステップＳ１４０１において、遠隔端末５０８のユーザは、図１８のテンキー１５０４を
用いて、放送受信機５０４の番号と暗証番号を入力する。ここでの放送受信機５０４の番
号とは、各放送受信機が個別に有する識別番号で有り、放送事業者５０１が、受信機ユー
ザに対し発行するＩＣカード１１３に付与される識別番号であることを想定している。全
ての番号を入力後、発信ボタン１５０２を押すことにより、放送受信機５０４に対するデ
ータの要求を行うこととなる（ステップＳ１４０２）。ここでは、サービスプロバイダ５
０７に対し、放送受信機５０４を遠隔操作するための初期画面要求コマンド、遠隔端末５
０８の端末番号、暗証番号、及び放送受信機５０４の端末番号、暗証番号を送信する。
【００６０】
ステップＳ１４０３において、サービスプロバイダ５０７は、遠隔端末５０８から送信さ
れた初期画面要求コマンド、遠隔端末５０８の端末番号、暗証番号、及び放送受信機５０
４の端末番号、暗証番号を受信し、各番号の確認、照合を行い、インターネット５０９を
介して、放送事業者５０１に対し、初期画面要求コマンド、遠隔端末５０８の端末番号、
暗証番号、及び放送受信機５０４の端末番号、暗証番号を送信する。
【００６１】
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ステップＳ１４０４において、放送事業者５０１は、サービスプロバイダ５０７から送信
された初期画面要求コマンド、遠隔端末５０８の端末番号、暗証番号、及び放送受信機５
０４の端末番号、暗証番号を受信し、各番号の確認、照合を行い、放送受信機５０４に送
出するためのEMM（Entitlement Management Message;）データを構成すると共に、TSデー
タに多重し、放送衛星５０２を介して、放送受信機５０４に対し送信する。
【００６２】
上記EMMデータは、プライベートな条件付アクセス情報であり、特定のＩＣカード番号を
有する放送受信機のみを対象として送出が可能である。本実施形態におけるEMMデータに
は、ペイロード（セルで伝送される情報）として、初期画面要求コマンド、遠隔端末５０
８の端末番号、暗証番号が含まれている。ステップＳ１４０５において、放送受信機５０
４は、放送事業者５０１から送信されたEMMデータを、放送衛星５０２、受信アンテナ５
０３を介して、受信を行う。
【００６３】
次に、上記図１５のステップＳ１４０５において、放送受信機５０４が放送事業者５０１
から送信されたEMMデータを放送衛星５０２、受信アンテナ５０３を介して受信を行った
以降の動作についての説明を図１及び図２０・図２１に基づき行う。図２０・図２１は本
発明の第１の実施の形態に係る放送受信機５０４の動作を示すフローチャートである。
【００６４】
　図２０・図２１におけるステップＳ１７０１において、放送受信機５０４はEMMデータ
の受信を行う。図１のシステム制御部１１４は、チューナ１０１、デスクランプラ１０２
、デマルチプレクサ１０３を介して、EMMデータの取得を行う（ステップＳ１７０２）。
（ここで、受信アンテナ５０３及びチューナ１０１は、請求項１に記載の受信手段に相当
し、デマルチプレクサ１０３は、請求項１記載の抽出手段に相当する。）
　ステップＳ１７０３、ステップＳ１７０４においては、システム制御部１１４において
、取得したEMMデータの解析が行われる。ステップＳ１７０３においては、取得したEMMデ
ータに含まれる遠隔端末番号と遠隔端末暗証番号を、上記図９で示した通り入力されてい
る各番号との比較、照合が行われる。もし各番号が正しければ、ステップＳ１７０４の処
理へ移行する。各番号が正しくなければ、ステップＳ１７１１の処理へ移行し、何らかの
不正があったと判断し、ステップＳ１７１２において、不正であることを示すステータス
を発行する。
【００６５】
ステップＳ１７０４において、受信したコマンドの解析を行う。上述の通り、送信された
コマンドは初期画面要求コマンドであるので、ステップＳ１７０５からステップＳ１７０
６へと移行する。ステップＳ１７０６においては、上記図１０に示したＵＩ画面２の表示
に従い設定、記憶された図１の設定記憶部１２０の情報に従い、図１のＵＩ画面構成部２
・１１９において、所望の初期画面の生成を行う。
【００６６】
図２２は本発明の第１の実施の形態に係る上記図１０に示したＵＩ画面２の表示に従い、
"１.全てのチャンネルについての遠隔操作を行う"が設定されていた場合に生成される初
期画面の一例を示す説明図、図２３は本発明の第１の実施の形態に係る上記図１０に示し
たＵＩ画面２の表示に従い、"２.視聴契約されているチャンネルについての遠隔操作を行
う"が設定されていた場合に生成される初期画面の一例を示す説明図、図２４は本発明の
第１の実施の形態に係る上記図１０に示したＵＩ画面２の表示に従い、"３.個別に設定を
行う"が設定されていた場合に生成される初期画面の一例を示す説明図である。
【００６７】
次に、上記図１のＵＩ画面構成部２・１１９において行われる、上記図２２～図２４に示
した初期画面の生成を行うための情報取得処理についての説明を図２５・図２６に基づき
行う。図２５・図２６は本発明の第１の実施の形態に係る上記図１のＵＩ画面構成部２・
１１９において、上記図２２～２３に示した初期画面の生成を行うための情報取得処理を
示すフローチャートである。
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【００６８】
図２５・図２６におけるステップＳ２１００において、上述の如く行われる図１のシステ
ム制御部１１４によるEMMデータの受信、解析の結果と、設定記憶部１２０の情報によっ
て発行される初期画面の生成命令を受け取る。
【００６９】
ステップＳ２１０１において、上記生成命令が全チャンネルに対する初期画面生成命令で
あった場合、ステップＳ２１０２において、図１のデマルチプレクサ１０３、ＥＰＧデコ
ーダ１０５を介して、NIT（Network Information Table;「ARIB STD-B10デジタル放送に
使用する番組配列情報」による）のサービスリスト記述子の解析情報を受け取る。
【００７０】
NITのサービスリスト記述子には、図５の放送受信機５０４が放送事業者５０１から受信
しているネットワークに含まれるチャンネル番号が全て記述されている。ここで言うネッ
トワークとは、１つの分配システムで伝送されるMPEG-２トランスポートストリームの集
まりである。上記解析情報を受け取ることにより、図１のＵＩ画面構成部２・１１９は、
図５の放送事業者５０１が放送している全チャンネル番号を把握し、図２２のチャンネル
番号一覧に表示すべきチャンネル番号の値を得ることとなる。
【００７１】
ステップＳ２１０３において、上述の如く得られた全てのチャンネル番号情報を元に、図
２２に示す初期画面を構成する。画面構成時、最後に表示されているチャンネル番号情報
、及びページ番号は、図１のシステム制御部１１４を介して、設定記憶部１２０に記憶、
蓄積される。尚、ここで構成される画面は、ビットマップ画像情報であることを想定して
いる。
【００７２】
ステップＳ２１０４において、上記生成命令が契約チャンネルのみに対する初期画面生成
命令であった場合、ステップＳ２１０５において、図１のＩＣカード１１３、課金制御部
１１２、システム制御部１１４を介して、契約チャンネル番号情報を取得する。ステップ
Ｓ２１０６において、図１のＵＩ画面構成部２・１１９は、上述の如く得られた全てのチ
ャンネル番号情報を元に、図２３に示す初期画面を構成する。画面構成時、最後に表示さ
れているチャンネル番号情報及びページ番号は、図１のシステム制御部１１４を介して、
設定記憶部１２０に記憶、蓄積される。尚、ここで構成される画面は、ビットマップ画像
情報であることを想定している。
【００７３】
ステップＳ２１０７において、上記生成命令がチャンネル、番組ジャンル等によって個別
に設定された情報に対する初期画面生成命令であった場合、ステップＳ２１０８において
、図１の設定記憶部１２０、システム制御部１１４を介して、設定記憶部１２０に記憶さ
れたチャンネル設定情報を取得する。ステップＳ２１０９において、図１の設定記憶部１
２０、システム制御部１１４を介して、設定記憶部１２０に記憶されたジャンル設定情報
を取得する。
【００７４】
ステップＳ２１１０において、図１のデマルチプレクサ１０３、ＥＰＧデコーダ１０５を
介して、EIT（Event lmformation Table;「ARIB STD-B10デジタル放送に使用する番組配
列情報」による）のコンテント記述子の解析情報を受け取る。
【００７５】
EITのコンテント記述子には、図５の放送受信機５０４が放送事業者５０１から受信して
いるTV番組の属するジャンル情報が記述されている。上記解析情報を受け取ることにより
、図１のＵＩ画面構成部２・１１９は、図５の放送事業者５０１が放送している番組にお
いて、ユーザが設定したジャンルと合致する番組が放送されているチャンネル番号を把握
する。以上、２種のチャンネル情報により、図２４に示すチャンネル番号一覧に表示すべ
きチャンネル番号を得ることとなる。
【００７６】
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ステップＳ２１１１において、上述の如く得られたチャンネル番号情報を元に、図２４に
示すような初期画面を構成する。画面構成時、最後に表示されているチャンネル番号情報
及びページ番号は、図１のシステム制御部１１４を介して、設定記憶部１２０に記憶、蓄
積される。尚、ここで構成される画面は、ビットマップ画像情報であることを想定してい
る。
【００７７】
ステップＳ２１１２において、何らかの障害により、ステップＳ２１０１、ステップＳ２
１０４、ステップＳ２１０７いずれの場合にも当てはまらない場合には、不正であると判
断し（ステップＳ２１１２）、ステップＳ２１１３において、不正であることを送信する
ためのステータスを発行する。
【００７８】
上記図２０・図２１におけるステップＳ１７１３において、上述の如く構成された初期画
面データは、図１のシステム制御部１１４を経由し、ステップＳ１７１６において、初期
画面送出コマンド、初期画面データ、遠隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送受信機番号
、放送受信機暗証番号と共に、モデム１１１を介して、図５のサービスプロバイダ５０４
に対し送出される。
【００７９】
上記図１５・図１６・図１７におけるステップＳ１４０６において、サービスプロバイダ
５０７は、放送受信機５０４から送信された初期画面送出コマンド、初期画面データ、遠
隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送受信機番号、放送受信機暗証番号を受信し、各番号
の確認、照合を行い、遠隔端末５０８に対し、初期画面送出コマンド、初期画面データ、
遠隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送受信機番号、放送受信機暗証番号を送信する。
【００８０】
ステップＳ１４０７において、遠隔端末５０８は、サービスプロバイダ５０７から送信さ
れた初期画面送出コマンド、初期画面データ、遠隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送受
信機番号、放送受信機暗証番号を受信する。遠隔端末５０８は、各番号の確認、照合を行
い、遠隔端末ユーザに対し、受信を知らせる音声の出力と、表示画面１５０１に対する画
面表示を行う。それらに対し、ユーザは、図１８の受信ボタン１５０３を押すことにより
、受信した初期画面データ（図２２、図２３、図２４のいずれかと同様）が表示画面１５
０１上に表示されることとなる。ステップＳ１４０８において、遠隔端末ユーザは遠隔端
末５０８の表示画面１５０１に表示された初期画面に従い、次に行う要求の選択を行う。
【００８１】
　次に、遠隔端末５０８の表示画面１５０１に図２２の初期画面が表示されている場合を
例に説明を行う。例えば、チャンネル番号一覧に表示されている各チャンネル番号の内、
「１００chの現在の番組情報を取得」したい場合、遠隔端末ユーザは、図１８に示すリモ
コン１１８のテンキー１５０４を用いて、４桁の数字"１"、"０"、"０"、"１"を押す。最
初の３桁"１"、"０"、"０"がチャンネル番号「１００」を意味し、最後の１桁"１"が、図
１８に表示されている動作一覧のうち「１.現在の番組情報を取得する」ことを意味して
いる。同様に「１１５chの番組に関するデータ放送を取得する」場合は、テンキー１５０
４を用いて、４桁の数字"１"、"１"、"５"、"３"を押す。
　ステップＳ１４０９において、遠隔端末ユーザは、上述の次要求選択後、図１８の発信
ボタン１５０２を押すことにより、放送受信機５０４に対するデータの要求を行うことと
なる。ここでは、サービスプロバイダ５０７に対し、放送受信機５０４を遠隔操作するた
めのデータ要求コマンド、遠隔端末５０８の端末番号、暗証番号、及び放送受信機５０４
の端末番号、暗証番号を送信する。以後、ステップＳ１４１０におけるサービスプロバイ
ダ５０７の受送信処理、ステップＳ１４１１における放送事業者５０１の受送信処理につ
いては、各々上述のステップＳ１４０３、ステップＳ１４０４と同様であるので説明を省
略する。
【００８２】
ステップＳ１４１２において、放送受信機５０４は、放送事業者５０１から送信されたEM
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Mデータを、放送衛星５０２、受信アンテナ５０３を介して、受信を行う。
【００８３】
次に、上記図１５・図１６・図１７におけるステップＳ１４１２において、放送受信機５
０４が、放送事業者５０１から送信されたEMMデータを、放送衛星５０２、受信アンテナ
５０３を介して受信を行った以降の動作についての説明を図１及び図２０・図２１に基づ
き行う。
【００８４】
ステップＳ１７０１～１７０３までは、上述と同様である。ステップＳ１７０４において
、放送受信機５０４はコマンドの解析を行う。ここでは送信されたコマンドが、新規デー
タ要求コマンドであるので、ステップＳ１７０７からステップＳ１７０８へと移行する。
【００８５】
ステップＳ１７０８においては、放送受信機５０４は、要求されたチャンネル番号と要求
されたデータの内容に従い、図１のＵＩ画面構成部２・１１９において、所望のデータ画
面の構成を行う。例として、図２７に遠隔端末５０８により「１００chの現在の番組情報
を取得する」と要求があった場合に生成されるデータ画面を示し、図２８に遠隔端末５０
８により「１００chの番組に関するデータ放送を取得する」と要求があった場合に生成さ
れるデータ画面を示す。
【００８６】
次に、放送受信機５０４の図１のＵＩ画面構成部２・１１９において行われる、データ画
面の生成を行うための情報取得処理についての説明を図２９・図３０に基づき行う。図２
９・図３０は本発明の第１の実施の形態に係る放送受信機５０４の上記図１のＵＩ画面構
成部２・１１９において、図２７、図２８に示したデータ画面の生成を行うための情報取
得処理を示すフローチャートである。
【００８７】
ステップＳ２４００において、上述の如く行われる図１のシステム制御部１１４によるEM
Mデータの受信、解析の結果と、設定記憶部１２０の情報によって発行されるデータ画面
の生成命令を受け取る。
【００８８】
ステップＳ２４０１において、上記生成命令が、現在の番組情報の取得、画面データ生成
命令であった場合、ステップＳ２４０２において、図１のデマルチプレクサ１０３、ＥＰ
Ｇデコーダ１０５を介して、TDT（Time Description Table;「ARIB STD-B10デジタル放送
に使用する番組配列情報」による現在時刻情報を伝送しているテーブル。）と、現在と次
の番組におけるEIT（Event Information Table;「ARIB STD-B10デジタル放送に使用する
番組配列情報」によるTable＿id=0x4E、0x4F）の短形式イベント記述子、コンテント記述
子、ハイパーリンク記述子等の解析情報を受け取る。TDTに記述されている現在時刻情報
と、EITに記述されている放送開始時間から、現在放送中の番組を判断する。
【００８９】
尚、EITの短形式記述子には、番組の名称や番組内容が記述されている。コンテント記述
子には、番組の属するジャンル等が記述されている。ハイパーリンク記述子には、他の番
組や番組内部、番組関連情報（データ放送を含む）に対するリンク情報が記述されている
。
【００９０】
ステップＳ２４０２において、これらの解析情報を受け取ることにより、図１のＵＩ画面
構成部２・１１９は、図２７に示すような現在放送されている番組に関連する情報画面を
構成する。ここで構成される画面は、ビットマップ画像情報であることを想定している。
【００９１】
ステップＳ２４０３において、上記生成命令が、次の番組情報の取得、画面データ生成命
令であった場合、ステップＳ２４０４において、図１のデマルチプレクサ１０３、ＥＰＧ
デコーダ１０５を介して、TDT（Time Description Table;「ARIB STD-B10デジタル放送に
使用する番組配列情報」による現在時刻情報を伝送しているテーブル。）と、現在と次の
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番組におけるEIT（Event Information Table;「ARIB STD-B10デジタル放送に使用する番
組配列情報」によるTable＿id=0x4E、0x4F）の短形式イベント記述子、コンテント記述子
、ハイパーリンク記述子等の解析情報を受け取る。TDTに記述されている現在時刻情報と
、EITに記述されている放送開始時間から、次に放送される番組を判断する。
【００９２】
尚、EITの短形式記述子には、番組の名称や番組内容が記述されている。コンテント記述
子には、番組の属するジャンル等が記述されている。ハイパーリンク記述子には、他の番
組や番組内部、番組関連情報（データ放送を含む）に対するリンク情報が記述されている
。
【００９３】
ステップＳ２４０５において、これらの解析情報を受け取ることにより、図１のＵＩ画面
構成部２・１１９は、図示しないが、図２７に類似した次に放送される予定の番組に関連
する情報画面を構成する。ここで構成される画面は、ビットマップ画像情報であることを
想定している。
【００９４】
ステップＳ２４０６において、上記生成命令が番組に関するデータ放送の取得、画面デー
タ生成命令であった場合、ステップＳ２４０７において、図１のデマルチプレクサ１０３
、ＥＰＧデコーダ１０５を介して、現在と次の番組におけるEIT（Event Information Tab
le;「ARIB STD-B10デジタル放送に使用する番組配列情報」によるTable＿id=0x4E、0x4F
）のハイパーリンク記述子の解析情報を受け取る。
【００９５】
尚、ハイパーリンク記述子には、他の番組や番組内部、番組関連情報（データ放送を含む
）に対するリンク情報が記述されている。本記述子の情報から、行われている番組のデー
タ放送に対するリンク情報を取得し、図１のデータ放送デコーダ１２１に対し、システム
制御部１１４を介して、所望のデータ放送データの要求を行う。
【００９６】
ステップＳ２４０８において、図１のＵＩ画面構成部２・１１９は、デマルチプレクサ１
０３、データ放送デコーダ１２１を介して、データ放送情報D６を取得する。ステップＳ
２４０９において、図１のＵＩ画面構成部２・１１９は、図２８に示すような番組に関連
するデータ放送画面を構成する。ここで構成される画面は、ビットマップ画像情報である
ことを想定している。
【００９７】
ステップＳ２４１０において、上述のデータ生成命令が、他のページ（図２２～図２４に
対する前ページ又は次ページ）の初期画面データ生成命令であった場合、ステップＳ２４
１１において、図１の設定記憶部１２０に記憶してあった前画面構成時、最後に表示され
ているチャンネル番号情報及びページ番号情報を、システム制御部１１４を介して取得す
る。ステップＳ２４１２において、その情報を元に、図１のＵＩ画面構成部２・１１９は
、他ページの初期画面データを構成する。ここで、構成される画面は、ビットマップ画像
情報であることを想定している。
【００９８】
ステップＳ２４１３において、何らかの障害により、ステップＳ２４０１、ステップＳ２
４０３、ステップＳ２４０６、ステップＳ２４１０いずれの場合にも当てはまらない場合
には、不正であると判断し（ステップＳ２４１３）、ステップＳ２４１４において、不正
であることを送信するためのステータスを発行する。
【００９９】
　上記図２０・図２１におけるステップＳ１７１４において、上述の如く構成された画面
データは、図１のシステム制御部１１４を経由し、ステップＳ１７１６において、画面デ
ータ送出コマンド、初期画面データ、遠隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送受信機番号
、放送受信機暗証番号と共に、モデム１１１を介して、図５のサービスプロバイダ５０４
に対し送出される。（ここで、モデム１１１は、請求項１に記載の通信手段に相当する。
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）
　上記図１５・図１６・図１７におけるステップＳ１４１３において、サービスプロバイ
ダ５０７は、放送受信機５０４から送信された画面データ送出コマンド、初期画面データ
、遠隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送受信機番号、放送受信機暗証番号を受信し、各
番号の確認、照合を行い、遠隔端末５０８に対し、画面データ送出コマンド、初期画面デ
ータ、遠隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送受信機番号、放送受信機暗証番号を送信す
る。
【０１００】
ステップＳ１４１４において、遠隔端末５０８は、サービスプロバイダ５０７から送信さ
れた画面データ送出コマンド、初期画面データ、遠隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送
受信機番号、放送受信機暗証番号を受信する。遠隔端末５０８は、各番号の確認、照合を
行い、遠隔端末ユーザに対し、受信を知らせる音声の出力と、表示画面１５０１に対する
画面表示を行う。それらに対し遠隔端末ユーザは、図１８の受信ボタン１５０３を押すこ
とにより、受信した画面データ（図２７、図２８に例として示すような画面データ）が表
示画面１５０１上に表示されることとなる。ステップＳ１４１５において、遠隔端末ユー
ザは表示された画面データに従い、次に行う要求の選択を行う。
【０１０１】
次に、遠隔端末５０８に図２７又は図２８の画面が表示されている場合を例に説明を行う
。図２７中に示した如く、「１００chの現在放送されている番組を録画」したい場合、遠
隔端末ユーザは、図１８のテンキー１５０４を用いて、４桁の数字"１"、"０"、"０"、"
６"を押す。最初の３桁"１"、"０"、"０"がチャンネル番号「１００」を意味し、最後の
１桁"６"が、番組を録画することを意味している。
【０１０２】
また、図２８中に示した如く、「１１０chの現在放送されている番組に関するデータ放送
を記録」したい場合は、テンキー１５０４を用いて、４桁の数字"１"、"１"、"０"、"７"
を押す。最初の３桁"１"、"０"、"０"がチャンネル番号「１００」を意味し、最後の１桁
"７"が、番組を記録することを意味している。
【０１０３】
ステップＳ１４１６において、遠隔端末ユーザは、上述の次要求選択後、図１８の発信ボ
タン１５０２を押すことにより、放送受信機５０４に対する動作の要求を行うこととなる
。ここでは、サービスプロバイダ５０７に対し、放送受信機５０４を遠隔操作するための
動作要求コマンド、遠隔端末５０８の端末番号、暗証番号、及び放送受信機の端末番号、
暗証番号を送信する。
【０１０４】
以後、ステップＳ１４１７におけるサービスプロバイダ５０７の受送信処理、ステップＳ
１４１８における放送事業者５０１の受送信処理については、各々上述のステップＳ１４
０３、ステップＳ１４０４、又はステップＳ１４１０、ステップＳ１４１１と同様である
ので説明を省略する。ステップＳ１４１９においては、放送受信機５０４は、放送事業者
５０１から送信されたEMMデータを、放送衛星、受信アンテナ５０３を介して、受信を行
う。
【０１０５】
次に、上記図１５・図１６・図１７におけるステップＳ１４１９において、放送受信機５
０４が、放送事業者５０１から送信されたEMMデータを、放送衛星５０２、受信アンテナ
５０３を介して受信を行った以降の動作についての説明を図１及び図２０・図２１に基づ
き行う。
【０１０６】
ステップＳ１７０１～１７０３までは、上述と同様である。ステップＳ１７０４において
、コマンドの解析を行う。ここでは送られてきたコマンドが、動作要求コマンドであるの
で、ステップＳ１７０９からステップＳ１７１０へと移行する。ステップＳ１７１０にお
いては、要求されたチャンネル番号と要求された動作の内容に従い、図１のデマルチプレ
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クサ１０３、記録制御部１２２、記録媒体１２３において、所望のチャンネルの番組、あ
るいはデータ放送の記録、蓄積を行う。
【０１０７】
例として、「１００chの現在の番組を録画する」と要求があった場合、デマルチプレクサ
１０３は、システム制御部１１４からPIDを指定され、要求されたチャンネル番号に応じ
た番組を構成している映像、音声、PCR（Program clock Refference）の情報、後の再生
時に必要となるPAT（Program AssociationTable）、PMT（Program Map Table）等を含む
パーシャルトランスポートストリームを記録制御部１２２に送出する。記録制御部１２２
は、記録媒体１２３に受信したパーシャルトランスポートストリームを記録し、ステップ
Ｓ１７１５において、動作（ここでは記録）を実行したというステータスをシステム制御
部１１４に発行する。
【０１０８】
ステップＳ１７１５において発行されたステータスは、ステップＳ１７１６において、ス
テータス送出コマンド、遠隔端末番号、遠隔端末暗証番号、放送受信機番号、放送受信機
暗証番号と共に、モデム１１１を介して、図５のサービスプロバイダ５０４に対し送出さ
れる。
【０１０９】
以上説明したように、本発明の第１の実施の形態によれば、デジタルTV放送受信装置側か
らのデータ取得要求に基づき放送事業者からトランスポートストリームデータにデジタル
TV放送受信装置識別番号と要求データを多重してブロードキャストを行うデジタル放送限
定受信システムの利用によりデータ受信が可能で、且つ遠隔端末５０８からの遠隔操作が
可能なデジタルTV放送受信装置５０４において、放送事業者からデジタル放送による放送
データを受信すると共に、遠隔端末５０８からの制御要求に基づき放送事業者から送信さ
れるトランスポートストリームデータに多重された制御データを受信するチューナ１０１
、制御データから番組情報データを抽出するデマルチプレクサ１０３、番組情報データを
復号するデータ放送デコーダ１２１、番組情報データを復号したデータに基づき、デジタ
ルTV放送受信装置ユーザの操作を支援するための第一のユーザ操作支援画面を構成するＵ
Ｉ画面構成部１・１０８、番組情報データを復号したデータに基づき、遠隔端末ユーザの
操作を支援するための第二のユーザ操作支援画面データを構成するＵＩ画面構成部２・１
１９、第二のユーザ操作支援画面データをモデム１１１により遠隔端末５０８へ送信する
制御を行うシステム制御部１１４とを備えているため、下記のような作用及び効果を奏す
る。
【０１１０】
上記構成において、デジタルTV放送受信装置５０４は、デジタルTV放送受信装置５０４と
の間で通信を行う通信機能、文字符号を入力するテンキー１５０４、第二のユーザ操作支
援画面を表示する表示画面１５０１を備える遠隔端末５０８に対し、第二のユーザ操作支
援画面データと、デジタルTV放送受信装置５０４に固有の識別番号と、遠隔端末５０８に
固有の識別番号とを送出する。
【０１１１】
遠隔端末５０８は、受信した第二のユーザ操作支援画面データを表示画面１５０１に表示
し、遠隔端末ユーザによる所望の操作選択後、デジタルTV放送受信装置５０４に対し、上
記通信機能により、所望の操作選択のデータと、デジタルTV放送受信装置５０４に固有の
識別番号と、遠隔端末５０８に固有の識別番号とを送出する。
【０１１２】
デジタルTV放送受信装置５０４は、上記データを遠隔端末５０８からモデム１１１を介し
て受信することにより、所望の操作選択のデータに従い動作を行うことが可能となる。即
ち、デジタルTV放送受信装置５０４を外出先等の遠隔地から操作することが可能となり、
従来よりも操作性が格段に向上するという効果を奏する。
【０１１３】
[第２の実施の形態]
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本発明の第２の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置は、上記第１の実施の形態と同
様に、チューナ１０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ＡＶデコーダ
１０４、ＥＰＧデコーダ１０５、ＤＡＣ１０６、表示画面構成部１０７、ＵＩ画面構成部
１・１０８、音声出力部１０９、画像表示部１１０、モデム１１１、課金制御部１１２、
ＩＣカード１１３、システム制御部１１４、ＵＩ制御部１１５、操作部１１６、受光部１
１７、リモコン１１８、ＵＩ画面構成部２・１１９、設定記憶部１２０、データ放送デコ
ーダ１２１、記録制御部１２２、記録媒体１２３を備えている（上記図１参照）。
【０１１４】
また、本発明の第２の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置と遠隔操作端末装置を用
いたシステムは、上記第１の実施の形態と同様に、放送事業者５０１、デジタルTV放送衛
星（以下、放送衛星）５０２、受信アンテナ５０３、デジタルTV放送受信装置（以下、放
送受信機）５０４、リモコン５０５、電話回線網５０６、サービスプロバイダ５０７、遠
隔操作端末装置（以下、遠隔端末）５０８、インターネット５０９から構成されている（
上記図５参照）。
【０１１５】
また、本発明の第２の実施の形態に係る上記図１の操作部１１６に相当する操作部及びリ
モコン、上記図５のリモコン５０５に相当するリモコンは、上記第１の実施の形態と同様
に、テンキー６０１、EPG表示ボタン６０２、カーソルボタン６０３、決定ボタン６０４
、設定ボタン６０４を備えている（上記図６参照）。
【０１１６】
本発明の第２の実施の形態に係る上記図１、図５、図６等における各部の構成については
、上記第１の実施の形態で詳述したので説明を省略する。
【０１１７】
本発明の第２の実施の形態は、放送受信機５０４に設定された時間によって、遠隔端末５
０８に対し自動的に情報発信を行うことを可能としたものである。
【０１１８】
図３１・図３２は本発明の第２の実施の形態に係る受信機ユーザが放送受信機５０４の遠
隔操作設定を行うための処理を示すフローチャート、図３３は受信機ユーザが放送受信機
５０４の遠隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面７を示す説明図である。
【０１１９】
図３１・図３２におけるステップＳ２５００において、受信機ユーザは、TV番組視聴前、
視聴中、視聴後等あらゆる不定期のタイミングで（但し、放送受信機５０４の電源が投入
されており、何らかの表示がなされていることを前提としている）、図６の設定ボタン６
０５を押し、図１のＵＩ画面構成部２・１１９が生成する図９に示す遠隔端末５０８の設
定画面であるＵＩ画面１を表示する。
【０１２０】
ステップＳ２５０１において、受信機ユーザは、表示された図９に示すＵＩ画面１に従い
、図６のテンキー６０１、決定ボタン６０４を用いて、遠隔端末５０８の番号と暗証番号
を入力する。ここでの遠隔端末５０８の番号とは、各端末機が個別に有する識別番号であ
り、電話番号や電子メールアドレスのようなものであってもよい。全ての番号を入力後、
決定ボタン６０４を押すことにより、図１のＵＩ画面構成部２・１１９が生成する図１０
に示すＵＩ画面２が表示され、次のステップに進む。ステップＳ２５０２において、受信
機ユーザは、表示された図１０に示すＵＩ画面２に従い、遠隔端末５０８を用いて遠隔操
作を行う際に、取得する必要のあるチャンネル等の選択を行う。
【０１２１】
ステップＳ２５０３において、図５の放送事業者５０１によって放送されている全てのチ
ャンネルについての情報を取得すると設定された場合（つまり、図１０のＵＩ画面２表示
中に図６のテンキー６０１により"１"が押された場合）には、ステップＳ２５１３に進み
、図３３に示すＵＩ画面７が表示される。受信機ユーザは、表示されたＵＩ画面７に従い
、図６のテンキー６０１、決定ボタン６０４を用いて、放送受信機５０４が自動的に遠隔
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端末５０８に発信を行う時間の入力を行う。ここでは、例えば４桁の時／分（２０時００
分）を入力後、決定ボタン６０４を押して、２０時００分になれば自動的に遠隔端末５０
８に発信を行うという時間設定を行う。
【０１２２】
その後、ステップＳ２５１４に進み、更に他の時間についても同様の設定を行う場合には
、図６のテンキー６０１により"１"を押し、設定を行わず選択終了を行うためには、図６
のテンキー６０１により"２"を押すことになる。
【０１２３】
ステップＳ２５０４において、受信機ユーザが、図５の放送事業者５０１と視聴契約をし
ているチャンネルについてのみ情報を取得すると設定された場合（つまり、図１０のＵＩ
画面２表示中に図６のテンキー６０１により"２"が押された場合）には、ステップＳ２５
１３に進み、以後、上述と同様の時間設定動作が行われることとなる。
【０１２４】
ステップＳ２５０５において、受信機ユーザが個別に設定を行い、その設定を行ったチャ
ンネル、番組ジャンルについてのみの情報を取得すると設定された場合（つまり、図１０
のＵＩ画面２表示中に図６のテンキー６０１により"３"が押された場合）には、図１のＵ
Ｉ画面構成部２・１１９が生成する図１２に示すＵＩ画面４が表示される。
【０１２５】
ステップＳ２５０６において、図５の放送事業者５０１によって放送されている全てのチ
ャンネルの中から、チャンネルを選択し、選択したチャンネルについての情報を取得する
ように設定する場合（つまり、図１２のＵＩ画面４表示中に図６のテンキー６０１により
"１"が押された場合）には、ステップＳ２５０８に進み、図１３に示すチャンネル番号の
個別設定画面表示である、図１のＵＩ画面構成部２・１１９が生成するＵＩ画面５が表示
される。
【０１２６】
受信機ユーザは、表示された図１３に示すＵＩ画面５に従い、図６のテンキー６０１、決
定ボタン６０４を用いて、チャンネル番号の入力を行う。ここでは、例えば３桁のチャン
ネル番号を入力後、決定ボタン６０４を押して、チャンネル番号１００のチャンネルの情
報を取得するという設定を行う。その後、ステップＳ２５１１に進み、更に他のチャンネ
ルについても同様の設定を行う場合には、図６のテンキー６０１により"１"を押し、設定
を行わず選択終了を行うためには、図６のテンキー６０１により"２"を押すことになる。
【０１２７】
上述の操作により"１"が押された場合には、ステップＳ２５０８に戻り、更に設定を行い
、"２"が押された場合には、ステップＳ２５１３に進み、以後、上述と同様の時間設定動
作が行われることとなる。
【０１２８】
ステップＳ２５０７において、図５の放送事業者５０１によって放送されている全てのチ
ャンネル、番組の中から、それらの所属するジャンルを選択し、選択したジャンルに属す
るチャンネル、番組についての情報を取得するように設定する場合（つまり、図１２のＵ
Ｉ画面４表示中に図６のテンキー６０１により"２"が押された場合）には、ステップＳ２
５０９に進み、図１４に示すジャンルの個別設定画面表示であるＵＩ画面６が表示される
。
【０１２９】
受信機ユーザは、表示された図１４に示すＵＩ画面６に従い、図６のテンキー６０１、決
定ボタン６０４を用いて、ジャンルの選択を行う。例えば"ドラマ"を選択したい場合、テ
ンキー６０１により"２"を押すことにより、仮選択を行い、決定ボタン６０４を押して、
本選択を行う。この動作を選択したい全てのジャンルについて行うことになる。図１３に
示したＵＩ画面６においては、太字、太線によりフォーカスされている"映画"、"ドラマ"
、"スポーッ"、"ドキュメンタリー"、"ニュース"が選択されたことを示している。全ての
ジャンル選択後、ステップＳ２５１２に進み、設定の終了を行う場合には、図６のテンキ
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ー６０１により"１"を押し、設定の終了を行わず再選択を行うためには、図６のテンキー
６０１により"２"を押すことになる。
【０１３０】
上述の操作により"１"が押された場合には、ステップＳ２５０９に戻り、更に設定を行い
、"２"が押された場合には、ステップＳ２５１３に進み、以後、上述と同様の時間設定動
作が行われることとなる。
【０１３１】
上記の如く選択された情報は、ステップＳ２５１５において、設定動作がなされ、ステッ
プＳ２５１６において、設定が完了したことを知らせる旨の、図１のＵＩ画面構成部２・
１１９が生成するＵＩ画面３が表示される。
【０１３２】
ステップＳ２５１７において、図１１に示すＵＩ画面３表示中に図６のテンキー６０１に
より"１"が押された場合には、ステップＳ２５０１に戻り、上述の選択操作の再設定を行
うことができる。また、"２"が押された場合には、ステップＳ２５１８に進み、全ての選
択操作を終了し、番組視聴画面等に戻ることになる。
【０１３３】
上述の通り設定された遠隔端末の番号、暗証番号、遠隔操作を行う際に取得する必要のあ
るチャンネルやジャンル等の設定は、図１の設定記憶部１２０に記憶、蓄積される。
【０１３４】
次に、上記図５の遠隔端末５０８のユーザが、サービスプロバイダ５０７、放送事業者５
０１、放送受信機５０４を経由して通信を行い、放送受信機５０４の遠隔操作を行うため
の説明を図面に基づき行う。図３４・図３５は本発明の第２の実施の形態に係る上記図５
の放送受信機５０４が遠隔端末５０８に送信するデータを構成する場合の動作を示すフロ
ーチャート、図３６・図３７・図３８は上記図５の遠隔端末５０８、サービスプロバイダ
５０７、放送事業者５０１、放送受信機５０４の各間における、動作とデータ送受信シー
ケンスを示すフローチャートである。
【０１３５】
図３４・図３５におけるステップＳ２７０１において、図１のシステム制御部１１４は、
デマルチプレクサ１０３、ＥＰＧデコーダ１０５を介して、TDTを受信し、上述の如く設
定された自動的に遠隔端末５０８に発信を行う時間を監視する。設定された時間になれば
、ステップＳ２７０７において、上記図２０・図２１のステップＳ１７０６で述べた動作
以降と同様の動作を、図３６・図３７・図３８の動作とデータ送受信シーケンスを示すフ
ローチャートに従い実行することとなる。
【０１３６】
以上説明したように、本発明の第２の実施の形態によれば、デジタルTV放送受信装置側か
らのデータ取得要求に基づき放送事業者からトランスポートストリームデータにデジタル
TV放送受信装置識別番号と要求データを多重してブロードキャストを行うデジタル放送限
定受信システムの利用によりデータ受信が可能で、且つ遠隔端末５０８からの遠隔操作が
可能なデジタルTV放送受信装置５０４において、放送事業者からデジタル放送による放送
データを受信すると共に、遠隔端末５０８からの制御要求に基づき放送事業者から送信さ
れるトランスポートストリームデータに多重された制御データを受信するチューナ１０１
、制御データから番組情報データを抽出するデマルチプレクサ１０３、番組情報データを
復号するデータ放送デコーダ１２１、番組情報データを復号したデータに基づき、デジタ
ルTV放送受信装置ユーザの操作を支援するための第一のユーザ操作支援画面を構成するＵ
Ｉ画面構成部１・１０８、番組情報データを復号したデータに基づき、遠隔端末ユーザの
操作を支援するための第二のユーザ操作支援画面データを構成するＵＩ画面構成部２・１
１９、第二のユーザ操作支援画面データをモデム１１１により遠隔端末５０８へ送信する
制御、ユーザにより設定された時間が到来した時に遠隔端末５０８に対し自動的に情報発
信する制御を行うシステム制御部１１４とを備えているため、下記のような作用及び効果
を奏する。
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【０１３７】
上記構成において、デジタルTV放送受信装置５０４は、デジタルTV放送受信装置５０４と
の間で通信を行う通信機能、文字符号を入力するテンキー１５０４、第二のユーザ操作支
援画面を表示する表示画面１５０１を備える遠隔端末５０８に対し、第二のユーザ操作支
援画面データと、デジタルTV放送受信装置５０４に固有の識別番号と、遠隔端末５０８に
固有の識別番号とを送出する。また、デジタルTV放送受信装置５０４は、ユーザにより設
定された時間が到来すると、遠隔端末５０８に対し自動的に情報発信を行う。
【０１３８】
遠隔端末５０８は、受信した第二のユーザ操作支援画面データを表示画面１５０１に表示
し、遠隔端末ユーザによる所望の操作選択後、デジタルTV放送受信装置５０４に対し、上
記通信機能により、所望の操作選択のデータと、デジタルTV放送受信装置５０４に固有の
識別番号と、遠隔端末５０８に固有の識別番号とを送出する。
【０１３９】
デジタルTV放送受信装置５０４は、上記データを遠隔端末５０８からモデム１１１を介し
て受信することにより、所望の操作選択のデータに従い動作を行うことが可能となる。即
ち、デジタルTV放送受信装置５０４を外出先等の遠隔地から操作することが可能となり、
従来よりも操作性が格段に向上するという効果を奏する。
【０１４０】
[第３の実施の形態]
本発明の第３の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置は、上記第１の実施の形態と同
様に、チューナ１０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ＡＶデコーダ
１０４、ＥＰＧデコーダ１０５、ＤＡＣ１０６、表示画面構成部１０７、ＵＩ画面構成部
１・１０８、音声出力部１０９、画像表示部１１０、モデム１１１、課金制御部１１２、
ＩＣカード１１３、システム制御部１１４、ＵＩ制御部１１５、操作部１１６、受光部１
１７、リモコン１１８、ＵＩ画面構成部２・１１９、設定記憶部１２０、データ放送デコ
ーダ１２１、記録制御部１２２、記録媒体１２３を備えている（上記図１参照）。
【０１４１】
本発明の第３の実施の形態に係る上記図１等における各部の構成については、上記第１の
実施の形態で詳述したので説明を省略する。
【０１４２】
また、本発明の第３の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置と遠隔操作端末装置を用
いたシステムは、図３９に示す如く、放送事業者２９０１、デジタルTV放送衛星（以下、
放送衛星）２９０２、受信アンテナ２９０３、デジタルTV放送受信装置（以下、放送受信
機）２９０４、リモコン２９０５、電話回線網２９０６、サービスプロバイダ２９０７、
デジタルカメラ機能付遠隔操作端末装置（以下、遠隔端末）２９０８、インターネット２
９０９から構成されている。
【０１４３】
本発明の第３の実施の形態は、遠隔端末２９０８の操作を支援するための第二のユーザ操
作支援画面データを構成する手段である、図１のＵＩ画面構成部２・１１９が構成するユ
ーザ操作支援画面データを、JPEG（Joint Photographic Expert Group）画像データとし
て、デジタルカメラ機能付の遠隔端末２９０８が有するJPEG復号機能を使用することとし
たものである。
【０１４４】
以上説明したように、本発明の第３の実施の形態によれば、放送受信機２９０４、放送事
業者２９０１、サービスプロバイダ２９０７、デジタルカメラ機能付遠隔端末２９０８間
で送受信する画面データ量を、ビットマップ画像データ転送時よりも減少させることが可
能となり、効率の良いデータ転送と表示パフォーマンスを実現することが可能となる。
【０１４５】
[第４の実施の形態]
本発明の第４の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置は、上記第１の実施の形態と同
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様に、チューナ１０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ＡＶデコーダ
１０４、ＥＰＧデコーダ１０５、ＤＡＣ１０６、表示画面構成部１０７、ＵＩ画面構成部
１・１０８、音声出力部１０９、画像表示部１１０、モデム１１１、課金制御部１１２、
ＩＣカード１１３、システム制御部１１４、ＵＩ制御部１１５、操作部１１６、受光部１
１７、リモコン１１８、ＵＩ画面構成部２・１１９、設定記憶部１２０、データ放送デコ
ーダ１２１、記録制御部１２２、記録媒体１２３を備えている（上記図１参照）。
【０１４６】
本発明の第４の実施の形態に係る上記図１等における各部の構成については、上記第１の
実施の形態で詳述したので説明を省略する。
【０１４７】
本発明の第４の実施の形態は、上記第１～第３の実施の形態で述べた遠隔端末の操作を支
援するための第二のユーザ操作支援画面データを構成する手段である、図１のＵＩ画面構
成部２・１１９が構成するユーザ操作支援画面データを、HTML（HyperText Markup Langu
age）フォーマットや、XML（eXtensible Markup Language）フォーマットによる記述を行
ったデータとして、送受信するようにしたものである。
【０１４８】
以上説明したように、本発明の第４の実施の形態によれば、遠隔端末の操作を支援するた
めの第二のユーザ操作支援画面データを構成する手段である、図１のＵＩ画面構成部２・
１１９が構成するユーザ操作支援画面データを、HTMLフォーマットや、XMLフォーマット
による記述を行ったデータとして、送受信することにより、放送受信機、放送事業者、サ
ービスプロバイダ、遠隔端末装置間で送受信するデータ量を、ビットマップ画像データ、
JPEG画像データ転送時よりも減少させることが可能となり、更に効率の良いデータ転送と
表示パフォーマンスを実現することが可能となることは言うまでも無い。
【０１４９】
［他の実施の形態］
本発明の上記実施形態においては、上記図１、上記図３９に示すような構成のシステムを
例に挙げたが、本発明は、これに限定されるものではなく、例えばデジタルTV放送受信装
置にプリンタ等の画像形成装置を接続することにより、デジタルTV放送受信装置の画像表
示部１１０や遠隔端末の表示画面１５０１に表示された画像を、上記プリンタ等の画像形
成装置から印刷出力するようにしてもよい。
【０１５０】
本発明の上記実施形態においては、上記図１８に示すような構成の遠隔端末を例に挙げた
が、本発明は、これに限定されるものではなく、例えば携帯情報端末や携帯電話等の既存
の携帯機器に本発明の遠隔端末の機能を搭載することにより、デジタルTV放送受信装置を
上記携帯情報端末や携帯電話等の既存の携帯機器により遠隔操作するようにしてもよい。
【０１５１】
尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装
置に適用してもよい。上述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコー
ドを記憶した記憶媒体等の媒体をシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置
のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体等の媒体に格納されたプログラムコ
ードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【０１５２】
この場合、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態
の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体等の媒体は本発
明を構成することになる。プログラムコードを供給するための記憶媒体等の媒体としては
、例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、或いはネットワーク
を介したダウンロードなどを用いることができる。
【０１５３】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実施
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形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼動しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上
述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１５４】
更に、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入され
た機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込
まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニッ
トに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した
実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１５５】
図４１は本発明の遠隔操作支援方法を実行するプログラム及び関連データが記憶媒体から
コンピュータ等の装置に供給される概念例を示す説明図である。本発明の遠隔操作支援方
法を実行するプログラム及び関連データは、フロッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭ等の記憶
媒体４１０１をコンピュータ等の装置４１０２に装備された記憶媒体ドライブの挿入口４
１０３に挿入することで供給される。その後、本発明の遠隔操作支援方法を実行するプロ
グラム及び関連データを、記憶媒体４１０１から一旦ハードディスクにインストールしハ
ードディスクからＲＡＭにロードするか、或いはハードディスクにインストールせずに直
接ＲＡＭにロードすることで、当該プログラム及び関連データを実行することが可能とな
る。
【０１５６】
この場合、本発明の第１～第４の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置において、本
発明の遠隔操作支援方法を実行するプログラムを実行させる場合は、例えば上記図４１を
参照して説明したようなコンピュータ等の装置を介してデジタルTV放送受信装置に当該プ
ログラム及び関連データを供給するか、或いはデジタルTV放送受信装置に予め当該プログ
ラム及び関連データを格納しておくことで、プログラム実行が可能となる。
【０１５７】
図４０は本発明の遠隔操作支援方法を実行するプログラム及び関連データを記憶した記憶
媒体の記憶内容の構成例を示す説明図である。記憶媒体は、例えばボリューム情報４００
１、ディレクトリ情報４００２、プログラム実行ファイル４００３、プログラム関連デー
タファイル４００４等の記憶内容で構成される。本発明の遠隔操作支援方法を実行するプ
ログラムは、上述した各フローチャートに基づきプログラムコード化されたものである。
【０１５８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、外出先などの遠隔地から、放送受信装置に対す
る各種の操作指示を外部端末装置を用いて容易に操作するとともに、その操作性を向上さ
せることが可能となる。特に、予め放送受信装置に対して設定された外部端末装置の端末
装置情報と制御情報とを、ＥＭＭデータに含めて放送波で送信することで、対象となる放
送受信装置にのみ確実に伝えることが可能となり、セキュリティが向上するという効果も
奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１～第４の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置の構成例を示す
ブロック図である。
【図２】従来例に係るデジタルTV放送受信装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】従来例に係るデジタルTV放送受信装置に装備された操作部及びリモコンの構成例
を示す正面図である。
【図４】従来例に係るデジタルTV放送受信装置におけるEPG画面の一例を示す説明図であ
る。
【図５】本発明の第１～第２の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置と遠隔端末を用
いたシステムの構成例を示す概念図である。
【図６】本発明の第１～第２の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置に装備された操
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作部及びリモコンの構成例を示す正面図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠隔
操作設定を行うための処理を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠隔
操作設定を行うための処理を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠隔
操作設定を行うために表示するＵＩ画面１を示す説明図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠
隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面２を示す説明図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠
隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面３を示す説明図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠
隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面４を示す説明図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠
隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面５を示す説明図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠
隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面６を示す説明図である。
【図１５】本発明の第１の実施の形態に係る遠隔端末、サービスプロバイダ、放送事業者
、デジタルTV放送受信装置の各間における動作とデータ送受信シーケンスを示すフローチ
ャートである。
【図１６】本発明の第１の実施の形態に係る遠隔端末、サービスプロバイダ、放送事業者
、デジタルTV放送受信装置の各間における動作とデータ送受信シーケンスを示すフローチ
ャートである。
【図１７】本発明の第１の実施の形態に係る遠隔端末、サービスプロバイダ、放送事業者
、デジタルTV放送受信装置の各間における動作とデータ送受信シーケンスを示すフローチ
ャートである。
【図１８】本発明の第１の実施の形態に係る遠隔端末の構成例を示す正面図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態に係る遠隔端末の端末番号と暗証番号の設定画面の
一例を示す説明図である。
【図２０】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置の動作を示すフロー
チャートである。
【図２１】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置の動作を示すフロー
チャートである。
【図２２】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置によって構成、送信
され、遠隔端末に表示される初期画面の一例を示す説明図である。
【図２３】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置によって構成、送信
され、遠隔端末に表示される初期画面の一例を示す説明図である。
【図２４】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置によって構成、送信
され、遠隔端末に表示される初期画面の一例を示す説明図である。
【図２５】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置のＵＩ画面構成部２
において図２２～図２４の初期画面の生成を行うための情報取得処理を示すフローチャー
トである。
【図２６】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置のＵＩ画面構成部２
において図２２～図２４の初期画面の生成を行うための情報取得処理を示すフローチャー
トである。
【図２７】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置によって構成、送信
され、遠隔端末に表示されるデータ画面の一例を示す説明図である。
【図２８】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置によって構成、送信
され、遠隔端末に表示されるデータ画面の一例を示す説明図である。
【図２９】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置のＵＩ画面構成部２
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において図２７、図２８のデータ画面の生成を行うための情報取得処理を示すフローチャ
ートである。
【図３０】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置のＵＩ画面構成部２
において図２７、図２８のデータ画面の生成を行うための情報取得処理を示すフローチャ
ートである。
【図３１】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠
隔操作設定を行うための処理を示すフローチャートである。
【図３２】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠
隔操作設定を行うための処理を示すフローチャートである。
【図３３】本発明の第１の実施の形態に係る受信機ユーザがデジタルTV放送受信装置の遠
隔操作設定を行うために表示するＵＩ画面７を示す説明図である。
【図３４】本発明の第２の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置の動作を示すフロー
チャートである。
【図３５】本発明の第２の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置の動作を示すフロー
チャートである。
【図３６】本発明の第２の実施の形態に係る遠隔端末、サービスプロバイダ、放送事業者
、デジタルTV放送受信装置の各間における動作とデータ送受信シーケンスを示すフローチ
ャートである。
【図３７】本発明の第２の実施の形態に係る遠隔端末、サービスプロバイダ、放送事業者
、デジタルTV放送受信装置の各間における動作とデータ送受信シーケンスを示すフローチ
ャートである。
【図３８】本発明の第２の実施の形態に係る遠隔端末、サービスプロバイダ、放送事業者
、デジタルTV放送受信装置の各間における動作とデータ送受信シーケンスを示すフローチ
ャートである。
【図３９】本発明の第３の実施の形態に係るデジタルTV放送受信装置と遠隔端末を用いた
システムの構成例を示す概念図である。
【図４０】本発明の遠隔操作支援方法を実行するプログラム及び関連データを記憶した記
憶媒体の記憶内容の構成例を示す説明図である。
【図４１】本発明の遠隔操作支援方法を実行するプログラム及び関連データが記憶媒体か
らコンピュータ等の装置に供給される概念例を示す説明図である。
【符号の説明】
１０１　チューナ（受信手段）
１０３　デマルチプレクサ
１０８　ＵＩ画面構成部
１１１　モデム（通信手段）
１１４　システム制御部（制御手段）
１１９　ＵＩ画面構成部２
１２１　データ放送デコーダ
１２２　記録制御部
１２３　記録媒体
５０１、２９０１　放送事業者
５０４、２９０４　デジタルTV放送受信装置
５０８　遠隔操作端末装置
１５０１　表示画面
１５０４　テンキー
２９０８　デジタルカメラ付遠隔操作端末装置
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